
アクションリストについて
～地域医薬品提供体制強化に向けて～

一般社団法人練馬区薬剤師会
副会長會田 一惠

06628486
テキストボックス
 参考資料３



薬機法改正の概要



地域における薬局・薬剤師の役割・機能



薬局の役割＝健康増進＋地域連携

★地域・拠点で確保する機能と個々の薬局の機能
★地域・拠点＝「実績」を！

個々の薬局＝「実施体制の整備」を！
★地域・拠点と個々の薬局の境界はグラデーション

①多職種連携で薬物治療を提供
外来・在宅医療を問わず、多職種連携で薬物療法を実施

②医薬品の適正使用の推進・公衆衛生の向上
③薬剤師の資質向上
④地域住民の健康維持・増進支援
セルフケア・セルフメディケーション支援



★“アクションリスト”も３段階★
①地域における薬局の現状・実態の把握（再点検）
（Action１～３）
②対策が必要な地域・場面への対応（Action４～６）
③定期的な点検と見直し

これまで各薬局の個々の努力あるいは、薬剤師会組織による会員
相互扶助の観点で取り組んできた医薬品・薬剤師サービス提供を
「地域体制」の観点から再点検・再構築すべく、「地域医薬品提供体
制強化のためのアクションリスト」を策定し、都道府県薬剤師会・地
域薬剤師会、全国の薬剤師・薬局と一致協力して実行する。
★訪問看護ステーションの備蓄薬拡大をめぐる議論あり
★必要とするすべての患者に医薬品を提供できるようにする！

「地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト」



「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生を

つかさどることによって

公衆衛生の向上及び増進に寄与し

もって国民の健康な生活を確保するものとする」

薬剤師法第１条

私たちの現状は？



医薬品提供体制は薬剤師全体の課題

★訪問看護ステーションの備蓄薬拡大をめぐる議論への返答

★必要とするすべての患者に医薬品を提供する責務

★災害・感染症流行時も切らさない供給ネットワークの構築

★地域での在庫情報の共有と適正な分配ルールづくり

★「地域全体で守る医薬品提供体制」への意識転換

私たちの薬局に終わりがないように
これらの課題にもゴールはありません！



ブロック会議であがった地域の現状や課題、独自の取り組み
・麻薬の備蓄体制の情報共有や薬局間譲渡の体制整備
・地域備蓄医薬品リスト作成の手順や方法
・地域の“全”薬局の現状把握調査の“壁”
・地区における自治体、関連職能団体との連携の実情
・休日・夜間の医薬品提供体制整備への対応策
・地域フォーミュラリの検討 などなど…

２次医療圏ごとに「ブロック会議」を開催中！

★会員・非会員を問わず、薬局の医薬品提供体制を確保する取り組み
★地域薬剤師会が地域の状況を把握し、調整役となる
★自治体や地域の関連機関、職能団体への周知もさらに重要
★何よりも地域住民への医薬品提供体制の確保のために！

現状把握→課題抽出→対応・工夫→評価の繰り返しで地区薬剤師会が維持



地域医薬品提供体制強化は

私たち薬剤師全員の責務です
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